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        午後１時 開会 

 

〇委員長（高尾靖子君） 

  こんにちは。御苦労さまでございます。 

ただいまから福祉教育常任委員会を行いた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

ただいまの出席委員は６名であります。 

定足数に達しておりますので、福祉教育常

任委員会を開会いたします。 

また、傍聴につきましては、第１会議室に

て、音声傍聴の形をとらせていただきますの

で、御了承願います。 

委員会開会に当たりまして、町長より挨拶

がございます。 

上浦町長。 

〇町長（上浦 登君） 

福祉教育常任委員会を開催させていただき

ましたところ、皆様にですね、お忙しい中、

出席をいただきましてありがとうございます。 

本日は案件が２件でございますが、しっか

りと慎重審議をいただきましてですね、適正

に御決定を賜りますようにお願いを申し上げ

まして、簡単ではございますが開会に当たり

ましての御挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

〇委員長（高尾靖子君） 

ありがとうございます。 

それでは、座らせていただいてよろしいで

しょうか。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の審査事項は、御手元に配付のとおり

でございます。 

１．令和５年豊能町議会５月会議付託案件

についてを議題といたします。 

第22号議案、豊能町印鑑条例改正の件を

議題といたします 

提案理由の説明を求めます。 

萩原住民人権課長、お願いします。 

〇住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課の萩原です。 

よろしくお願いします。 

第22号議案、豊能町印鑑条例の改正の件に

つきまして提案理由の説明をいたします。 

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓの本会議の中の議案書

８ページを御覧ください。 

今回の改正は電子証明等に係る地方公共団

体情報システム機構の認証業務に関する法律

の改正に伴い、所要の改正を行うものです。 

それでは、改正の主な概要について説明い

たします。 

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ内の議案概要ファイル

ですね、11ページの条例の概要を、12ページ

の町印鑑条例新旧対照表とあわせて御覧くだ

さい。 

現在第15条第３項で、個人番号カード、マ

イナンバーカードを利用することにより、コ

ンビニ等にありますマルチコピー機で印鑑登

録証明書の交付を受けることができることを

規定しておりますが、今回、マイナンバーカ

ードの機能、電子証明書を搭載したスマート

フォンの利用でも、印鑑登録証明書の自動交

付を受けることを可能にするため、条例を一

部改正するものでございます。 

なお附則としまして、この条例は規則で定

める日より施行するものでございます。 

説明は以上です。 

御審議いただき御決定賜りますようお願い

いたします。 

〇委員長（高尾靖子君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

質疑ございますか。 

〇委員長（高尾靖子君） 

小寺委員。 

〇委員（小寺正人君） 

既にね、ｅ－Ｔａｘなんか僕も何年前から

やってるんですけど、ｅ－Ｔａｘと同じよう

な考えで出来てるんですかね。 

〇委員長（高尾靖子君） 
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はい、萩原住民人権課長。 

〇住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課、萩原です。 

先ほど御質問の件ですけれども、ｅ－Ｔａ

ｘとかであれば署名用電子証明というのにな

るんですけれども、それはマイナンバーカー

ドをかざしたりとかしてですね、利用される

と思うんですが、今度マイナンバーカードの

機能をスマートフォンに搭載するということ

なのでそれをかざすことなく、マイナンバー

カードをスマートフォンの中に、機能を入れ

てしまって、それを使うということですので、

マイナンバーカード用の電子証明書とは別に、

スマートフォン用の電子証明書の発行が新た

にできるということになります。 

以上です。 

〇委員長（高尾靖子君） 

小寺委員。 

〇委員（小寺正人君） 

それがよくわからないんだけどね。 

心配事は、スマホこれを失ったときにどう

なるかとか、そういうことはもうちゃんと出

来ているんですか。 

○委員長（高尾靖子君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

はい。住民人権課の萩原です。 

これ、実際どうやって使うかというと、ま

ず、スマートフォンをまず用意しまして、そ

こに、マイナンバーカードの機能を登録する

んですけどそのときは一番最初は、マイナン

バーカードかざして、スマートフォン用の電

子証明書の登録します。 

それで本人確認して、登録して次に、実際

に利用するときに、それはもうマイナンバー

カードかざさんと、そのままスマートフォン

を使ってやるんですが、それの本人確認はど

うするかというと、今ちょっと情報で入って

きているのは、生体認証、指紋認証ですね。 

こちらをすることで、本人確認をとって、

利用すると、もしくはＰＩＮコード、そちら

のほうを使って本人確認をするというような

仕様になってます。 

以上です。 

〇委員長（高尾靖子君） 

小寺委員。 

〇委員（小寺正人君） 

そうすると個人番号カードを使ってもでき

るし、次にって書いてあるから、二通りの方

法が、行けるわけね。 

別にスマホを持ってない人もいたはるやろ

うから。 

その人がナンバーカードを持ってきて、端

末の前を置いて、今そんなんやってますよね

確か、そこここ置いてくださいとか、それで

やっても別に問題はないが、それプラスアル

ファがスマホということでよろしいか。 

○委員長（高尾靖子君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課の萩原です。 

そうですね、委員おっしゃるようにマイナ

ンバーカードを活用しての利用というのも毎

回マイナンバーカードを使わないと出来なか

ったんですが、それを利用率の向上というか

利便性を図ってマイナンバーカードを最初に

登録しておく、スマートフォンに登録してお

けば、いちいちマイナンバーカードを使うこ

となく使えるということですので、例えば、

今ちょっと印鑑登録証明書の件なんですが、

例えばコンビニ交付で実際に行く時、今でし

たらマイナンバーカードを持っていって、印

鑑登録証明書の交付っていうのをコンビニ等

でするんですけれども、それを最初に、スマ

ートフォン上にマイナンバーカードの機能を

登録することで、今度はマイナンバーカード

を持っていかんと、スマートフォンを使って

コンビニで交付することができると、そうい
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った仕組みになってます。 

○委員長（高尾靖子君） 

吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

スマホを利用するときに、ＰＩＮコードと、

それから、ちょっと指の指紋と言われるんで

すけど、どうやって指紋を入れてまたＰＩＮ

コードっていうのは。ＰＩＮコードをちょっ

と説明お願いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

はい、萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課の萩原です。 

皆さんスマートフォン使うときに、例えば、

ほかの人に中身見られないとか使われないよ

うに、ロックかけて、最初にロック外すとき

に、ＰＩＮコードであったり、生体認証の指

紋認証であったりして、それを認証させるこ

とで本人の利用ができるというような形なの

でそれで本人確認をとってという内容になっ

てます。 

以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

  吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

そしたらかざすとかそういうことではなく

て、どうやってそれを説明もうちょっとすい

ません、分からへん。申し訳ない。 

○委員長（高尾靖子君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

はい、住民人権課の萩原です。 

ちょっとごめんなさい、イメージがわくよ

うに言いますと、まずですね、最初に、スマ

ホとマイナンバーカードの機能を登録するの

に、マイナポータルというアプリをダウンロ

ードして、そこで、まずスマートフォン用の

電子証明書を認証させるんですね、登録をし

とくんです。 

次に実際に今度使うときに、登録した証明

書を出すというようなことですので、そのと

きにＰＩＮコードであるとか、生体認証とか、

そういったもので、入っていって、それを使

うということでそれを今、印鑑登録証明書の

発行で言いますとコンビニにスマートフォン

を持っていって、ただちょっと詳しい情報わ

からないんですが、それなりのＱＲコードか

何かというの、あって、それをかざしたりす

ることで、交付するというような形になるの

かなというふうにちょっとＱＲコードになる

かどうかってのはまだちょっと情報がおりて

きてないので、はっきり言えないんですけど、

そういったもので交付っていうのを想定して

おります。 

○委員長（高尾靖子君） 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

今回これ印鑑条例改正の件なんですけれど

も、国から出てきてるのはこの分だけですか、

例えばほかに、例えば戸籍謄本とかですね。 

住民票なりマイナンバーカードで、実際で

きるところできるんですけれども、今回この

印鑑証明の関係だけが国からの改正できてる

んでしょうか。 

その点についてお願いします。 

○委員長（高尾靖子君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

そうですね。こちらのほうで今、コンビニ

交付してるのがですね、住民票と印鑑登録証

明書の２種類だけなんです。 

それらについて、今言ったように、今ま

でであれば、マイナンバーカードを使って

交付してたのが、その機能を持たしたスマ

ートフォンで交付することが可能になった

ということでルール上そのまま印鑑登録証

明書のほうにもコンビニ等で自動交付する

には、今であればマイナンバーカードでの
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みしか出来ないとなってたやつを、スマー

トフォンでもできるようにということで今

回改正させていただきました。       

あと、今後ほかにどんなんができるのか

というと例えば今、マイナポータルとかで

の活用とかするのに、今であればマイナン

バーカードをアプリにかざしてですね、使

ったのが、それが一々かざすことなく使え

るようになるとか、あとは今後、保険証と

かも、今であればマイナンバーカードを持

って医療機関に行かなあかんのが、今後そ

れも、スマートフォンでできるようになる

と。 

ただ、これはちょっとすぐには出来ないと

いうことを聞いてますので、そういったも

のができるようになると。 

あとはマイナンバーカードを使った民間

のサービスで本人確認とかとる分が、順次

適用になるかなということ、例えば銀行の

口座とか、証券の口座とかを登録するのに、

スマートフォンを使ってできるようになる

とか、そういったことが考えられます。 

以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

永谷委員。 

○永谷委員（永谷幸弘君） 

印鑑証明わかってます。住民票と二つこれ

は豊能町だけですよね。ほかは、戸籍抄本も

当然とれるようになってると思うんですけど、

この住民票もこのスマホでできるんですか。

ちょっとその辺については、今まで聞いたこ

とないんですけど。 

○委員長（高尾靖子君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

はい。 

ほかの自治体とかであれば例えば、戸籍で

あるとか、税の証明とかいうのがコンビニ等

で交付できるようになると思うんですが、本

町のほうでは、住民票と印鑑登録証明書のみ

コンビニ交付でできるということで、今マイ

ナンバーカードを使って発行できるものを、

その代わりにスマートフォンになるだけの話

なので、その二つに関しては、スマートフォ

ンで出せるということになります。コンビニ

等の交付ではそれができるということです。 

以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

わかりました。 

この条例は規則で定める日から施行すると

書いてあるんですけども、いつ頃を予定され

てるのか。その間、多分国からの交付金いた

だいていろんな端末機器の調整なりあると思

うんですけれども、今予定されてるのはいつ

頃を予定されてますか。 

以上です。 

○委員長（高尾靖子君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

はい、住民人権課の萩原です。 

法の改正が５月11日でマイナンバーカード

の機能をスマートフォンに使えると、スマー

トフォンに搭載することができるようになっ

たというのが法の改正であって、それからコ

ンビニ交付で使えるようになるというのは今

ちょっと国からの情報でいうと、いつという

のはちょっと日はまだ未定なんです。 

これから、地方公共団体情報システム機構、

この機構のほうが、作業のほうをして後、コ

ンビニとの調整こういったものがあって、あ

とは、こちらのうちのほうのベンダーの簡単

な設定、それらがあって、やっと使えるとい

うことでちょっとまだ今の段階では、いつい

つってのはちょっと言えないもんですから、

この規則で施行日というのを決めるというこ

とにさせていただいてます。 
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以上です。 

〇委員長（高尾靖子君） 

永谷委員。 

〇委員（永谷幸弘君） 

コンビニのほうでスマホかざしてやるとい

うことなんですけど、当然コンビニのほうの

機械についても、改造というのが必要になる

んでしょうか。 

〇委員長（高尾靖子君） 

萩原住民人権課長． 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課の萩原です。 

その辺りの詳しい情報というのはちょっと

はっきりわからないんですが、これは先ほど

言った機構のほうがコンビニと調整してやり

ますのでシステムのバージョンアップででき

るのか。 

今、読み取りできるのが、今マイナンバー

カードを置く場所があったりとかあとは何か

スキャニングできるようなスペースがあるん

でスキャニングできるスペースを使って、例

えば、ＱＲコードか何かを使って、かざして、

マイナンバーカードのかわりになるのかなと

いうふうな、ちょっと予想はできるんですが

ちょっとまだ詳しい情報が国のほうからおり

てきていないもんですからちょっとはっきり

いうことが出来ません。 

よろしくお願いします。 

〇委員長（高尾靖子君） 

永谷委員。 

〇永谷委員（永谷 幸弘君） 

今日のこの議案提出ということで、これか

らどうなるかまだはっきり決まってないんで

すけども、町としては１日も早く前倒しで進

めていくということで国の動向当然関係する

んですけど町としては１日でも早くにこれに

向かって進めていくために今回提案したとい

う解釈でいいですかね。 

〇委員長（高尾靖子君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課の萩原です。 

委員おっしゃるようにですね、法改正が進

みましたので後は、こちらのほうの条例改正

を進めば、利用開始とともにできるというこ

とになるんで一応、準備だけは整えておいて、

いつ、いつ、これが供用開始になってもすぐ

できるように、もうはなから規則の改正とい

うのも用意しておいて日にちだけ決まったら

すぐ、動けるように、すぐサービスができる

ように改修ができるようにということで、段

取りをしています。 

以上です。 

〇委員長（高尾靖子君） 

吉田委員。 

〇委員（吉田正子君） 

説明ありがとうございますよくわかりまし

た。 

お聞きしたいのは、スマホであろうがマイ

ナンバーであろうがコンビニの利用金額って

いうのは、どうなるんでしょう。 

〇委員長（高尾靖子君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原 哲也君） 

はい、住民人権課萩原です。 

金額のほうは、設定は同じにしてあります。 

以上です。 

〇委員長（高尾靖子君） 

よろしいですか。 

ほかにございますか。 

はい。池田副委員長。 

○副委員長（池田 忠史君） 

デジタル庁から出てる資料によりますと、

当初の予定では、アンドロイド端末でしか使

えないとかいうことも出てますけれども、そ

の辺は、実際どういう形の予定になってるん

でしょうか。 

〇委員長（高尾靖子君） 
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萩原住民人権課長。  

○住民人権課長（萩原 哲也君） 

住民人権課の萩原です。 

これも国からいただいてる情報のほうでち

ょっと説明させていただきますと、アプリの

ほうなんですけれども、まずアンドロイドア

プリからリリースするということで今も５月

11日からアンドロイドのアプリではできると。 

なので、アップルですね、ｉＯＳこちらのほ

うは、まだ当面の間、まずアンドロイドから

するというふうな情報を得てますし、アンド

ロイドの端末であっても、これ、スマートフ

ォンに電子証明書搭載できるようなスペック

のスマートフォンじゃないとあかんのでOSで

いうと、アンドロイドの9.0というふうに聞

いてるんですが、そういったものである必要

があったりするので、全てのアンドロイドの

端末がすぐに使えるというわけではございま

せん。 

以上です。 

〇委員長（高尾靖子君） 

小寺委員。 

○小寺委員（小寺正人君） 

個人情報のね、開示に当たるから発行しま

したよというのを個人、要するに請求した人、

アンドロイドやったらどこでもできるんやか

ら、沖縄に旅行してたついでに出すとかそん

なんはできるんでしょ。基本はね。 

だからそれを発行しましたよっていうのは

大阪に住んではる人に大阪の住所宛てに、あ

とで送ってくるとか、そういうことはしない。 

〇委員長（高尾靖子君） 

萩原住民人権課長。 

〇住民人権課長（萩原哲也君） 

  住民人権課萩原です。 

ごめんなさい、印鑑登録証明書でちょっと

考えているのでコンビニ行ってやるというこ

とを考えてますので、何かオンライン申請と

かそんなんではちょっとないので、その場で

交付っていうコンビニで交付っていうのにな

るんですけれども、あとはマイナポータルで

履歴とかは見えたりするんじゃないかなとい

うふうに思います。 

〇委員長（高尾靖子君） 

いいですか。 

それでは、終結していいですね。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（高尾靖子君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

〇委員長（高尾靖子君） 

挙手全員であります。 

よって、第22号議案は原案のとおり可決さ

れました。 

次に行きます。 

〇委員長（高尾靖子君） 

第23号議案、豊能町乳幼児等の医療費の助

成に関する条例改正の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

〇委員長（高尾靖子君） 

岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

保険課岡本です。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、第23号議案、豊能町乳幼児等の

医療費の助成に関する条例改正の件につきま

して、提案理由の説明をいたします。 

座って説明させていただきます。 

本件につきましては、医療費の助成を受け

ることができる者の要件のうち、所得に関す

る事項を廃止するため、所要の改正を行うも

のでございます。 
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それでは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ内の議案書

11ページと、概要及び新旧対照表をあわせて

御覧ください。 

改正の主な内容は、これまで出生から18歳、

高校３年生までのお子さんを対象に所得制限

を設けて医療費の助成を行っていたところ、

所得制限を撤廃して対象拡大を図るものでご

ざいます。 

なお、附則といたしまして、この条例の施

行は令和５年７月１日といたします。 

また、経過措置といたしまして、この条例

による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助

成に関する条例の規定は、この条例の施行の

日以後に行われた療養に係る医療費について

適用し、同日前に行われた療養に関わる医療

費については、なお従前の例によるものとい

たします。 

説明は以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

〇委員長（高尾靖子君） 

はい。 

ありがとうございます。 

これより本件に対する質疑を行います。 

吉田委員。 

○委員（吉田正子君） 

この条例を施行するにあたって、所得制限

を撤廃した場合、豊能町で何人の方がこれに

相当するのでしょうか。 

〇委員長（高尾靖子君） 

岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

保険課の岡本です。 

今回新たに対象となる方は、今現在乳幼児

医療証及びひとり親家庭の医療証も交付を受

けてない方というふうに考えております。 

対象人数といたしましては、250名程度と

いうふうに考えております。 

〇委員長（高尾靖子君） 

よろしいですか。 

いいですか。 

吉田委員。 

○吉田委員（吉田正子君） 

これが施行されることによって、対象にな

られる方に対しての周知をどうされるんでし

ょうか。 

どういうふうにお知らせされるんでしょう。 

〇委員長（高尾靖子君） 

岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

はい、岡本です。 

今回、周知の方法といたしましては、個別

の御案内というふうに考えております。 

医療証を受けておられない新たな対象とな

る方につきまして、個別にチラシ等を同封し

た、御案内申請書も含めて同封してお送りす

るという予定をしております。 

○委員長（高尾靖子君） 

よろしいですか。 

ほかに。 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

先ほど約250名の方を対象というふうに聞

いたんですけれども、これは７月から来年３

月までという期間で250名という想定ですよ

ね、これ。 

想定なんですけど、これも金額的には26号

の補正予算の中でですね、25ページに条例等

に基づく扶助費として300万円上がってるん

ですけれども、この金額でよろしいでしょう

か。 

〇委員長（高尾靖子君） 

岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

はい、保険課岡本です。 

この、今回扶助費の増額ということで補正

予算、上げさせていただきました。 

こちら300万円という見込みを出しておりま

すが、これは、今現在、医療の助成を受け 
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ている実績に基づいて算出したものでござい

ます。 

〇委員長（高尾靖子君） 

永谷委員。 

○永谷委員（永谷幸弘君） 

ということは７月から３月までまた住民さ

んが転入されてこられて子どもさんがたくさ

ん増えれば、当然また増えるということでま

た補正等でまた出るということで、この解釈

でいいですか。 

〇委員長（高尾靖子君） 

岡本保険課長。 

○保険課長（岡本めぐみ君） 

はい、保険課岡本です。 

委員おっしゃるとおり、あくまでも見込み

というふうになっておりまして、実績とはず

れる可能性がございます。 

大きくずれが生じて、不足となったときに

はまた補正予算を上げさせていただくことに

なる可能性もあると思っております。 

〇委員長（高尾靖子君） 

いいですか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、終結していいですね。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（高尾靖子君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに賛

成の方は挙手を願います。 

（挙手全員） 

〇委員長（高尾靖子君） 

挙手全員であります。 

よって、第23号議案は原案のとおり可決さ

れました。 

以上で本委員会に付された案件は全て終了

いたしました。 

続きまして、その他について、委員間討議

を行う事項は何かございませんか。 

〇委員（小寺正人君） 

行政視察の件ですけど、衆議院の何か総選

挙が、どうもありそうな解散風というのが吹

いてるということで、何か、7月23日にどう

もありそうな情報が流れてますよね。 

そしたらもう視察できる日も限られるので

早く決めて、できるかどうかわかりませんけ

ど、早くみんなで決めたいなと思いますがい

かがでしょうか。 

〇委員長（高尾靖子君） 

皆さん。 

異議なし。 

異議なしですね。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（高尾靖子君） 

私といたしましては、視察をするというこ

とを実施したいという考えで、後ほど、ちょ

っと提案させていただきたいと思います。 

以上、ほかに行政のほうからは何もござい

ませんか。 

（「ありません」の声あり） 

以上で、本委員会を閉会したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

〇委員長（高尾靖子君） 

異議なしと認めます。 

よって、本委員会は閉会することに決定い

たしました。 

これで本日の会議を閉じます。 

本委員会の閉会にあたり、町長から挨拶が

ございます。 

上浦町長。 

○上浦町長（上浦 登君） 

はい。上浦でございます。 

本日は提案をさせていただきました２つに

ついてですね、慎重に御審査いただきまして
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ありがとうございます。 

本日提案させていただきましたのは、住民

サービスの向上、それから、子育て環境の充

実に向けての議案を提出させていただきまし

た。 

引き続きですね、本町は予算に限りがござ

いますけれども、様々なサービス向上に向け

てですね取り組んでまいりますので、引き続

き、委員、議員の皆様の御理解を賜りますよ

うにお願いを申し上げまして、本日、適正に

御決定を賜りましたことをお礼を申し上げま

して、簡単ではございますが閉会の御挨拶と

させていただきます。 

本日はどうもありがとうございました。 

○委員長（高尾靖子君） 

これをもって、福祉教育常任委員会を閉会

いたします。 

どうもお疲れさまでした。 

 

午後１時33分 閉会 
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